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清里地区の人口と世帯 

男   １７４９人   （−４） 

  女   １８６２人   （−３） 

人口 ３６１１人   （−７） 

世帯 １５１５世帯 （−２） 

〈 令和6年1 月末日現在 (  )は前月比 〉 

公民館だより・花いっぱいの清里地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年  

３ 月 １ 日  
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きよさと 

公 民 館 だ よ り 「 き よ さ と 」 は 前 橋 市 ホ ー ム ペ ー ジ で カ ラ ー 版 が ご 覧 い た だ け ま す 

h t t p s : / / w w w . c i t y . m a e b a s h i . g u n m a . j p /  →  子 育 て ・ 教 育  →  生 涯 学 習  →  公 民 館  →  清 里 公 民 館  →  令 和 ５ 年 度 清 里 公 民 館 報 

開催日：３月１３日（水）・２７日（水）時 間：午前１０時～１１時３０分   場 所：清里公民館 和室       

対 象：就園前の乳幼児とその親    参加費：無料（予約は要りません）   内 容：自由遊び 

※水分補給のため飲物は持参してください。※施設内のおもちゃを使用できます。 
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■
「
ま
ち
の
先
生
」
「
ま
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」 

清
里
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
の
登
録
者
を
募
集
中
！ 

 

「
清
里
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
」
は
、
お
持
ち
の
知
識
や
技
術
、
技
能
、
特

技
を
活
か
し
た
い
と
い
う
方
の
情
報
を
登
録
・
公
開
し
、
地
域
の
方
々
の
依
頼

に
応
じ
て
紹
介
す
る
制
度
で
す
。 

登
録
は
、
清
里
地
区
在
住
・
在
学
・
在
勤
の
方
で
講
師
や
指
導
者
と
し
て
の

活
動
が
出
来
る
方
、
演
技
・
演
奏
な
ど
の
披
露
が
で
き
る
方
が
対
象
で
す
。
特

別
な
資
格
な
ど
の
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
た
だ
し
、
営
利
活
動
や
政
治
・
宗
教

を
目
的
と
す
る
と
き
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。） 

ご
自
分
の
特
技
を
披
露
す
る
機
会
や
誰
か
の
学
び
を
応
援
す
る
機
会
と
し

て
、
ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
！ 

現
在
パ
ソ
コ
ン
・
書
道
・
着
付
け
・
園
芸
な

ど
実
用
的
な
分
野
の
ほ
か
、
八
木
節
・
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
・
剣
道
・
少
年
野
球

な
ど
幅
広
い
分
野
で
18
名
に
登
録
し
て
い
た
だ
き
活
躍
中
で
す
。 

 

楽
器
の
演
奏
、
絵
画
や
写
真
、
留
学
の
経
験
な
ど
…
教
え
た
い
コ
ト
、
伝
え

た
い
こ
と
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
登
録
く
だ
さ
い
。 

■
お
問
い
合
わ
せ
＝
清
里
公
民
館

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・e

-m
a
il

は
上
部
記
載 

  

自衛隊災害派遣活動写真を展示しています 

内閣府ＨＰによると、我が国はその位置、地形、地質、気象などの自然的条件から台風、豪雨、豪雪、洪水、

土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっており、世界全体に占める日本の

災害発生割合は、世界的にも国土面積に比して、非常に高いとのことです。 

 これらの災害発生に伴う救助・支援対応等については、自助、共助、公助が大切な要因となります。 

 公助の有用な機関としては、国、都道府県、市町村、警察、消防はもとより都道府県知事からの要請により

出動する自衛隊の役割、活動が大きな力となります。 

 現在、当サービスセンターのロビーにて「自衛隊災害派遣活動写真展」を実施しております。 

ぜひ、ご覧いただき理解を深めていただきたいと思います。 

■展示期間 令和６年２月１３日（火）から３月１８日（月）まで 

 

 

新
春
講
演
会
開
催
報
告 

 

１
月
28
日
（
日)

清
里
公
民
館
ホ
ー
ル
で
清
里
地
区
生
涯
学
習
奨
励
員
連
絡
協

議
会
（
鹿
島
忍
会
長
）
と
清
里
公
民
館
の
共
催
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

昨
年
度
ま
で
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
と
し
て
実
施
し
て
い
た
人
数
制
限
を
緩

和
し
た
こ
と
に
よ
り
、
多
数
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。 

今
年
度
は
、
さ
る
き
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
猿
木
和
久
先
生
を
お
招
き
し
「
お
し
っ

こ
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
う
演
題
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

尿
の
問
題
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
参
加
者
は
大
変
有
意
義
に
受
講
し

て
い
ま
し
た
。 

清里公民館事業への協力。清里小学校

１～６年生への本の読み聞かせ。清里荘

行事及びデイサービスへの協力。まちづ

くり協議会（食育部会）への協力等です。

ご協力頂けますと大変助かります。宜し

くお願い致します。 
 

♪ 清里公民館自主学習グループ紹介 🖌 

✨ 清里ボランティア会 ✨ 
 

●代表者 関根 和江 ●活動日時 随時 ●会費 年 １，０００円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

公 民 館 で い ろ い ろ な 講 座 や 展 示 を 開 催 し て い ま す 。 ぜ ひ ご 参 加 ・ ご 来 場 く だ さ い ！ 

 

図 書 室 だ よ り  
新着図書案内 

 

 
一般書 

催眠ガール 2                 大嶋 信頼紫

式部愛の自立               石村 きみ子                   

夜明けのはざま               町田 そのこ

喫茶おじさん                 原田 ひ香

イギリス湖水地方：ピーターラビットの野の花めぐり 

                       臼井 雅美

これって顎関節症?              濱田 良樹              

これからはじめるワードの本         門脇 香奈子  

ゆるく生きたいのですが            高品 孝之 

コロナと認知症                長尾 和宏

私たちはなぜスマホを手放せないのか   アダム・ガザレイ 

 

児童書・絵本 

ドクターエッグ 7             パク ソンイ 

下水道のサバイバル 1          ポドアルチング

紫式部へタイムワープ        イセケヌ／マンガ  

りんごの村                  小出 正吾

グレッグのダメ日記 脳みそが、もういっぱい!  

ジェフ・キニー

オニのサラリーマン じごくのしんにゅうしゃいん                              

                       富安 陽子

おまえうまそうだな さよならウマソウ     宮西 達也

かっぱのふうちゃんライフジャケットでスイスイ 森重 裕二

木にとまりたかった木のはなし         黒柳 徹子

<きもち>がいちばん好きなもの   ティナ・オジェヴィッツ

▽休館日 

【３月】７日(木)・1４日(木)・2１日(木)・２8 日(木)   

▽開館時間 
平日：１０：００～１８：００ 
土･日･祝：１０：００～１７：００ 

 
市立図書館清里分館 ℡253-4588 

●春の青少年健全育成運動実施期間 

令和６ 年３月１５日(金) ～４月３０日(火) 

●推進目標 
県民総ぐるみで次代を担う子どもたちの健全育成に取り組もう  

◇「おぜのかみさま県民運動」を推進し、地域と家庭で子どもたち

の安全・安心なインターネット利用を考えよう  

 

清里地区青少年育成推進員会より 

令
和
５
年
度
清
里
公
民
館
学
び
あ
い
、
人
権
、
地
域
ふ
れ
あ
い
事
業 

い
き
い
き
わ
く
わ
く
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た 

 １ 

風
水
害
に
備
え
る
「
防
災
脳
」
ス
ト
レ
ッ
チ 

２
月
６
日
（
火)
清
里
公
民
館
ホ
ー
ル
で
、
以
前
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
防
災
に
関
す

る
セ
ミ
ナ
ー
を
「
明
治
安
田
生
命 

群
馬
支
社
前
橋
営
業
所
」
の
「
企
業
・
団
体
出
前

講
座
」
に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。 

 
 

い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
災
害
を
自
分
ご
と
と
し
て
と
ら
え
、
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操

で
心
身
を
整
え
る
よ
う
に
防
災
の
知
識
と
具
体
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
つ
け
る
こ

と
、
ま
た
被
災
時
に
と
る
べ
き
具
体
的
な
行
動
な
ど
を
学
習
し
ま
い
し
た
。
１
月
に
能

登
半
島
地
震
も
あ
り
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
参
加
者
の
関

心
も
高
く
、
停
電
時
の
照
明
に
関
す
る
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト 

結

果
も
良
好
で
、
皆
さ
ん
真
剣
に
受
講
し
て
い
ま
し
た
。 

 

２ 

「
聴
こ
え
の
教
室
」 

２
月
１３
日(

火) 

清
里
公
民
館
ホ
ー
ル
で
、
や
は
り
以
前
か
ら
要
望
が
あ
っ
た
聴
こ

え
に
関
す
る
講
座
を
「
コ
ト
ブ
キ
補
聴
器 

前
橋
支
店
」
の
「
企
業
・
団
体
出
前
講
座
」

に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。 

座
学
の
後
、
聴
力
に
関
す
る
個
別
相
談
に
も
対
応
し
て
い
た
だ
き
、
順
番
待
ち
の

列
が
出
来
る
ほ
ど
で
、
参
加
者
の
関
心
の
高
さ
が
伺
え
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い

て
も
「
難
聴
は
自
覚
し
に
く
い
ら
し
い
の
で
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
が
参
考
に
な
っ
た
」

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

３ 

女
性
の
た
め
の
健
康
づ
く
り
栄
養
講
座 

２
月
２０
日
（
火) 

清
里
公
民
館
ホ
ー
ル
で
「
明
治
安
田
生
命 

群
馬
支
社
前
橋
営
業

所
」
の
「
企
業
・
団
体
出
前
講
座
」
に
よ
り
開
催
し
ま
し
た
。 

 
 

女
性
に
特
化
し
た
講
座
の
た
め
申
し
込
み
の
状
況
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回
の

３
講
座
の
う
ち
で
一
番
多
く
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

老
化
を
防
ぐ
た
め
に
欠
か
せ
な
い
抗
酸
化
と
抗
糖
化
の
ポ
イ
ン
ト
を
学
び
。
ま
た
、

野
菜
が
持
つ
抗
酸
化
力
と
抗
糖
化
の
仕
組
み
や
食
べ
方
が
紹
介
さ
れ
、「
血
管
年
齢
測

定
」
や
片
手
を
セ
ン
サ
ー
に
当
て
る
だ
け
で
野
菜
摂
取
レ
ベ
ル
・
推
定
野
菜
摂
取
量
が

測
定
で
き
る
測
定
が
人
気
を
得
ま
し
た
。 

ま
た
、
講
義
は
も
と
よ
り
、
見
た
目
年
齢
の
チ
ェ
ッ
ク
、
椅
子
に
座
っ
て
ス
ト
レ
ッ

チ
の
実
践
な
ど
「
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く
！
老
化
を
防
い
で
身
体
の
中
か
ら
健
康
に
」

と
の
講
座
テ
ー
マ
内
容
が
多
く
の
参
加
者
か
ら
賛
同
を
得
ま
し
た
。 

子 供 の 人 権 「 児 童 虐 待 」 

 

近年、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加し、令和３年度には、 

20万7,660件となっています。こどもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず、児童虐待の

防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。 

 令和４年６月には、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、こどもや家庭への包括的な相談支援

等を行う「こども家庭センター」の設置や、訪問による家事支援等のこどもや家庭を支える事業の創設を行う

など、対策の強化が進められています。また、令和４年12月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立

し、親権者による懲戒権の規定の削除や、体罰等のこどもの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁

止などの改正がされています。 

１児童虐待に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数 

 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 

児童に対する暴行・虐待 ４５３ ４１３ ３４１ ２５３ ２１６ 

法務省ホームページ「人権擁護」より 


